
審議会等の名称 奈良市地域福祉推進会議

設置目的、担当事項

奈良市地域福祉推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(１)奈良市地域福祉計画の策定に関すること。
(２)奈良市地域福祉計画の進捗状況の確認に関すること。
(３)奈良市地域福祉計画の進捗に対する検討及び協議に関
すること。
(４)その他必要な事項に関すること。

設置根拠法令等 奈良市地域福祉推進会議規則

設置年月日 平成18年9月28日

委員数 委員２０人以内

任期 ２年

委員構成

市民団体を代表する者
市民から公募した者
社会福祉を目的とする団体及び事業者を代表する者
学識経験を有する者

公開・非公開の別 公開

担当課 福祉部福祉政策課

奈良市地域福祉推進会議の概要


